
４月の自然観察会
●春の足音を聴きに行こう
A４月12日㈰午前10時～正午／E15
人／BI電話で温根内ビジターセンタ
ー(M65-2323)へ
●早春の湿原　野鳥観察会
A４月18日㈯午前10時～正午／Bシ
ラルトロ湖・蝶の森周辺／C憩の家か
や沼駐車場／E15人／BI電話で塘
路湖エコミュージアムセンター(M015-
487-3003)へ

　
 公募委員・職員等

20(令和２)年度会計年度任用職員
●児童厚生員
募集人数＝若干名／給与＝月額７万
9,948円～10万3,845円／勤務＝週５
日勤務(月～土曜日のシフト制、完全
週休２日制)、週20時間
●児童館等管理人
募集人数＝１人／給与＝月額４万
7,129円～４万8,580円／勤務＝週６

日勤務、週12.5時間
【共通】試験日＝４月 15 日㈬／試験内
容＝面接／任用期間＝採用時～21(令
和３)年３月31日／H給与は勤務年数､
経験年数により変動。応募資格等､詳
細は市ホームページをご覧になるかお
問い合わせください／I４月８日㈬ま
でに「受験申込書」「受験申込履歴
書」(こども育成課で配布または市ホ
ームページからダウンロード)に必要
事項を記入し、児童厚生員は応募資格
を証明する書類を添付の上､こども育
成課こども未来づくり担当(M31-458
4)へ

「高齢者保健福祉・介護保険事業
計画策定市民委員会」委員
D市内在住の20歳以上で、高齢者福
祉や介護保険制度に関心をお持ちの方
／E３人／任期＝23(令和５)年３月末
まで※委員会は５月～21(令和３)年
２月に10回程度開催予定。／H面接
を実施する場合あり／I４月28日㈫
までに所定の応募用紙(介護高齢課、
各行政センターで配布。市ホームペー
ジからダウンロード可）を介護高齢課
介護保険担当(M31-4598)へ

 その他

身体障害者福祉センターからの
お知らせ
●手話奉仕員養成講習会(入門課程)
A５月13日～12月16日の毎週水曜日
(８月12日㈬は除く)午前10時～正午(全
30回)／E20人／G3,300円(テキス
ト代) 
●要約筆記奉仕員養成講習会
　耳が途中から聞こえなくなり、手話
も分からない人たちに書いて伝えるた
めの講習会です。
A５月19日～８月25日の毎週火曜日
午前10時～正午(全15回)／E10人
【共通】BI４月１日㈬から電話で身
体障害者福祉センター(M24-7471)へ

20(令和２)年度慰霊巡拝の実施
　厚生労働省では、旧主要戦域等にお
いて、慰霊巡拝を計画的に実施し、参
加される遺族代表の方には旅費の３分
の１を国費補助しています。
遺族代表の選考＝[遺族の範囲]慰霊巡
拝を実施する戦域における戦没者の配
偶者(再婚した方を除く)、父母、子、
兄弟姉妹、参加遺族(子、兄弟姉妹)の
配偶者､戦没者の孫､甥､姪※予定参加
人員を超える申請があったときは､参
加をお断りする場合があります｡／締
切＝地域により異なる／H詳細はお問
い合わせください／J地域福祉課(M
31-4536)

学校スポーツ開放利用団体登録受付
登録条件＝①市内に居住または勤務・
在学(高校生以下の児童生徒を除く)す
る10人以上の団体　②市スポーツ少
年団に登録している団体／開放施設＝
市内小・中学校の体育館､グラウンド
／開放期間＝[体育館]５月～21(令和
３)年３月、[グラウンド]６月～10月
／開放時間＝月～金曜日午後７時～９
時※中学校は土曜日も開放／G１団体
１回の利用につき200円(電気料実費
相当額) ／I４月１日㈬から市教委ス
ポーツ課(M31-2600)へ※阿寒・音別
地域は、それぞれの教育事務所が窓口
です。

20(令和２)年度に指定管理者の
公募を行う施設
　公募の詳細は５月頃から市ホームペ
ージ等でお知らせしますのでご確認く
ださい。
・釧路市コミュニティセンター(市民
生活課)・西港緑地、石油緩衝緑地、
西港１号緑地および西港２号緑地(港
湾空港課)・交流プラザさいわい（生
涯学習課)・中央図書館、西部地区図
書館、東部地区図書館、中部地区図書
館、釧路文学館(生涯学習課)･阿寒町
総合運動公園(阿寒生涯学習課)※カッ
コ内は施設所管課
指定期間＝21(令和３)年４月１日～
26(令和８)年３月31日（予定）／J

契約管理課契約担当(M31-4508)

まちづくり出前講座
　防災、健康づくり、市の政策や産業
などについて、さまざまな講座を開設
しています。
D市内に在住・在学・在勤している方
で10人以上で構成された団体／J市
教委生涯学習課(M31-4579)

家庭生活カウンセリング２級
研修講座受講生
A５月中旬～12月上旬／B交流プラ
ザさいわい他／E30人／G４万5,000
円(資料代含む)／I４月１日㈬～５月
13日㈬に電話で市民協働推進課(M31-
4504)へ

町内会役員表彰候補者を
推薦してください
D10年以上にわたり､町内会や自治会
の役員として、地域のまちづくりに貢
献された方／推薦方法＝連合町内会に
加入の町内会は、連町通信に同封の様
式に必要事項を記入の上、連合町内会
事務局へ提出。連合町内会に未加入の
町内会は、市民生活課にお問い合わせ
ください／締切＝４月20日㈪／J市
民生活課(M31-4521)

20(令和２)年度
クルーズ船入港時の出店者、出演者
　クルーズ船が釧路港に入港した際に、
岸壁での店舗出店や、入出港時の演奏
や演技等で乗員乗客のみなさんにおも
てなしをしませんか。応募方法等の詳
細は市ホームページをご覧ください。
J港湾空港振興課(M53-3371)

20(令和２)年度平和コンクール
●第20回平和絵画コンクール
D市内の小学生／F小学生が思い描く
「平和な暮らし」の絵／用紙の規格＝
四つ切り(40cm×55cm、縦横自由）
／使用画材＝クレヨン、パステル、水
彩等いずれでも可。彩色方法は自由／
H最優秀賞の絵は各種資料の表紙絵と
して使用されます
●第33回
　平和図書読書感想文コンクール
D市内の中学生／F広島・長崎の原爆
を主題とした図書(小説･随筆･詩集･記
録等)の感想文／作品＝400字詰原稿
用紙３～５枚程度／H入賞作品は各種
啓発事業に活用されます
●第19回平和の主張コンクール
D市内の高校生／F平和について思う
こと、主張したいことをまとめた論文
／作品＝400字詰原稿用紙３～５枚程
度／H最優秀賞授賞者は８月15日㈯
に栄町平和公園で行われる「釧路市民
戦災死没者慰霊式並びに平和祈念式」
で作品を発表していただきます
【共通】表彰＝最優秀賞、優秀賞、佳
作(６月中旬発表予定)、参加賞あり／
I４月１日㈬～６月１日㈪に市内の各
学校を通じ学校単位で釧路市平和都市
推進委員会事務局(〒085-8505黒金
町7-5市民生活課内M31-4590)へ

釧路湿原こどもレンジャー登録者
D釧路市、釧路町、標茶町、鶴居村内
の小学校４～６年生(登録者の兄弟で
あれば、小学校低学年でも登録可)／
F動植物の観察など、釧路湿原に関わ
る特別な体験活動(年３回程度)／I４
月１日㈬から電話で釧路湿原国立公園
連絡協議会事務局(環境保全課内M31-
4594)へ

４月30日㈭は下記の市税等の
納期限です
・４月分保育園保育料
●市税等　休日の納付相談窓口
A４月25日㈯午前９時～午後５時
◆市税等の滞納に対しては、動産・不
動産を問わず差し押さえを執行し厳し
く対処しています。納付にあたってお
困りの際は納税課までご相談ください。
J納税課(M31-4517・4518)
■■納付には便利な口座振替を■■

資産税課からのお知らせ
●20(令和２)年度固定資産の価格等
を固定資産課税台帳に登録しました
①名寄帳閲覧および価格等の縦覧
A４月１日㈬～６月１日㈪午前９時～
午後５時(土・日曜日、祝日を除く)／
B資産税課、各行政センター市民課／
T窓口に来られる方の運転免許証、健
康保険証など本人確認書類、代理人・
法人の場合は委任状（申請書、委任状
は市ホームページにも掲載）
※納税通知書は５月８日㈮に発送予定
②路線価図の閲覧
A４月１日㈬から通年／B市役所１階
市政情報コーナー、資産税課、各行政
センター市民課
●家屋の取り壊し届はお済みですか
　建物を取り壊し、まだ届け出をされ
ていない方は「家屋取壊し届」を提出
してください（法務局への滅失登記を
したものは除きます）。
●固定資産税の軽減措置
・住宅耐震改修に伴う軽減措置
F82(昭和57)年１月１日以前に建築
された住宅で、一定の耐震改修工事を
行った場合、翌年度分から一定期間、
固定資産税が減額されます。
・住宅のバリアフリー改修に伴う
　軽減措置
F新築された日から10年以上を経過
した住宅で、一定のバリアフリー改修
工事を行った場合、翌年度分の固定資
産税が減額されます。
・住宅の省エネ改修に伴う軽減措置　
F08(平成20)年１月１日以前に建築
された住宅で、一定の省エネ改修工事
を行った場合、翌年度分の固定資産税
が減額されます。　
【共通】I軽減措置の申告は、改修後
原則３カ月以内／J資産税課(M23-5
197・5198、31-4516）

後期高齢者医療保険料の仮徴収
　２月に後期高齢者医療保険料を年金
から差し引かれていた方は、今年の２
月に差し引かれた額が、４・６・８月
に差し引かれます(６・８月の額は調
整される場合があります)。年間保険
料の確定額と６月からの徴収額は、６
月に送付する「後期高齢者医療保険料
決定通知書」でご確認ください。
J医療年金課医療給付担当(M31-452
6)、K市民課市民サービス担当(M66-
2210)、L市民課市民サービス担当(M
01547-6-2231)

環境事業課からのお知らせ
●粗大ごみは早めのお申し込みを！
　３・４月は粗大ごみの申し込みが多
くなり、申し込みから回収までお待た
せする場合があります。
●ペットボトルのキャップは
　必ず外してください
　市内から排出されるペットボトル全
体の約半数はキャップが付いたまま排
出されており、その多くが職場や外出
先から排出されているものです（家庭
は８割以上が外れています）。
　キャップが付いたままのペットボト
ルは、リサイクルセンターで１つ１つ
手作業で外しており大変困難な状況で
す。職場や外出先でも家庭での分別と
同様に、キャップは必ず外し、中身を
すすいでから排出していただくようご
協力をお願い致します。
J環境事業課廃棄物対策担当(M31-45
51)、K市民課環境担当(M66-2211)、
L市民課環境担当(M01547-６-2231)

環境保全課からのお知らせ
●合併処理浄化槽設置費・
　維持管理費補助金の申請受付
【①設置補助】公共下水道を整備する
予定がない地域で、自らが住む住宅に
合併処理浄化槽を設置する方を対象
に、設置費用の一部を補助します(既に
合併処理浄化槽をお使いの方は対象に
ならない場合があります。詳しくはお
問い合わせください)。
【②維持管理補助】公共下水道を整備
する予定がない地域に合併処理浄化槽
を設置している方を対象に、維持管理
費用の一部(浄化槽協会による水質検
査費用)を補助します。
D[釧路地域]山花、桜田、三津浦等　
[阿寒地域]布伏内、仁々志別、徹別等
　[音別地域]直別、尺別、中音別等／
対象浄化槽＝10人槽以下の個人住宅
の合併処理浄化槽(設置補助は環境配
慮型に限る。居住面積が２分の１以上
の併用住宅を含む)／補助金額＝①５
人槽60万円、７～10人槽80万円※単
独処理浄化槽の撤去を伴う場合は９万
円、単独処理浄化槽から合併処理浄化
槽へ転換した場合は宅内配管工事費と
して30万円を上乗せ　②8,000円(毎

年度１基につき１回限り)／補助件数
＝①３件程度／I①は４月１日㈬から
予約申込書(環境保全課環境管理担当､
各行政センター市民課で配布または市
ホームページからダウンロード)を環境
保全課環境管理担当(M31-4535)へ、
②は対象となる方に申請書を送付
●ｅｃｏライフ促進支援補助金の
　申込受付
　省エネ等につながる家庭用設備設置
に要する経費の一部を予算の範囲内で
補助します。
D市内で自ら居住する住宅に、高効率
給湯機等の省エネ等設備を設置する方
／補助金額・予定件数＝[高効率給湯
機等]３万円・10件、[ガスコジェネ
レーションシステム]６万円・10件、
[木質ペレットストーブ]購入経費の２
分の１(限度額10万円)・２件、[定置
用蓄電池]８万円・15件、[家庭用燃
料電池]15万円・２件、[ヒートポン
プ式暖房]６万円・20件※募集件数を
超えた場合は抽選／受付開始＝５月上
旬／H詳細は、市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせください／
J環境保全課環境管理担当(M31-4535)

20(令和２)年度
重度障がい者交通費助成申請
　市に住所を有している重度障がいの
方を対象として、今年度分のタクシー
運賃補助券または自動車燃料補助券(年
間１万2,000円分)の申請を受け付け
ます。前年度助成対象者で要件に該当
する方には申請書を４月６日㈪に発送
する予定です。
　なお、要件を満たす方で申請書が届
かなかった方や、19(令和元)年度中
に釧路市に転入し、要件に該当する方
で障害者手帳の住所変更の手続きが済
んでいない方はお申し出ください。
所得要件＝市民税非課税世帯、生活保
護世帯の方※市民税課税世帯は対象と
なりません。未申告者がいる世帯は事
前に申告が必要な場合があります。／
障がい要件＝①身体障害者手帳所持者
で、障がい程度が肢体不自由１・２級
(２級は車いす常用者のみ)、視覚障が
い１・２級、内部障がい１・２級の方
　②療育手帳所持者で知的障がいＡ判
定の方
※施設入所者や長期入院している方は
除く
I４月７日㈫～10日㈮に､障がい福祉
課(M23-5201)、K保健福祉課(M66-
2120)､L保健福祉課(M01547-9-515
1)へ※10日㈮以降も随時受け付けま
す。

心身障害者一般巡回相談(要予約)
　道立心身障害者総合相談所が、身体
障がい者の義肢装具品等作成などの判
定および知的障がい者の療育手帳の判
定検査を行います。

A①５月12日㈫～14日㈭　②９月15
日㈫～17日㈭　③12月１日㈫～３日
㈭※いずれも最終日は午前のみ／Bサ
ン・アビリティーズくしろ(鳥取南
7-2-20)／J障がい福祉課(M31-453
7)、K保健福祉課(M66-2120)、L

保健福祉課(M01547-9-5151)

地域包括支援センター実態調査事
業(訪問調査)にご協力ください
A４月上旬～21(令和３)年３月末／
D20(令和２)年４月１日時点で70歳
以上の方のうち、今年度調査対象とな
る方(対象の方には、事前にお知らせし
ます)／F日常生活についての簡単な
アンケート、介護予防事業等の紹介／
J介護高齢課高齢福祉担当(M23-518
5)または､お近くの地域包括支援セン
ター

特定不妊治療費助成
　経済的な負担を軽減するため治療費
の一部を助成します。
D北海道の実施する特定不妊治療費助
成の決定を受けている方／対象となる
治療＝体外受精、顕微授精、その一環
として行われる男性不妊治療／J健康
推進課(M31-4524)

４月の子育て講座
●お話だいすき
A４月２日㈭午前10時30分～11時15
分／D１歳以上のお子さんとその家族
／E30組／BI東部子育て支援拠点セ
ンター(M65-9912)
●子どもの食事
A４月14日㈫午前10時30分～11時30
分／D３カ月以上のお子さんとその家
族、子育てに携わっている方／E30組
／BI西部子育て支援拠点センター(M
65-6112)
●子育て教室
A４月15日㈬～５月13日㈬(全４回)／
D令和元年10月1日～令和元年12月31
日生まれの乳児とその家族(第１子の親
子対象)／E20組／F①母乳育児　②
乳児の健康　③離乳食　④心と体が育
つ関わり／H詳しくは直接お問い合わ
せください／BI中部子育て支援拠点
センター(M38-5037)

●ちびっこ大集合
A４月21日㈫午前10時30分～11時30
分／D２歳以上のお子さんとその家族
／E20組／BI親子つどいの広場昭和
(M55-2231)
●お父さんと一緒(こどもの日)
A４月25日㈯午前10時30分～11時15
分／D３カ月以上のお子さんとその家
族／E25組／BI中部子育て支援拠点
センター(M38-5037)

｢こども110番の店」協力のお願い
　子どもたちを不審者等から安全に保
護するため、商店、事業所等が「こど
も110番の店」として緊急避難場所と
なっていただく取り組みを進めていま
す。子どもたちの安全確保のため、ス
テッカー掲示のご協力をお願いします。
また、すでにご協力いただいている事
業所等でステッカ
ーの劣化がありま
したら、ご連絡く
ださい。
J市教委教育支援課(M23-5189)

ひとり親家庭等の
お父さん、お母さんへお知らせ
●パソコン学習室
A４月７日㈫、14日㈫、21日㈫午前
10時～午後３時／Dひとり親家庭等
のお父さん、お母さん／E７人
●ひとり親家庭のための自習室
A４月13日㈪、20日㈪、27日㈪午後
１時30分～４時30分／Dひとり親家
庭等の親等、看護師・介護福祉士等資
格取得を目指す方、高卒認定試験(子
も含む)を目指す方／H託児あり。学
習アドバイザー付き
【共通】B釧路こども家庭サポートス
テーションあさひ／I電話で釧路母子
家庭等就業・自立支援センター(M22-
2401)へ

公園内バーベキューコーナーの
使用について
使用可能時間＝午前８時～午後８時※
緑ケ岡公園の使用時間の上限は、土・
日曜日、祝日のみ最大５時間となりま
す。／I使用日の1カ月前(１カ月前
が土･日曜日、祝日の場合は、その前
日)の午前８時50分から直接、公園緑
地課緑化管理担当(M31-4557)へ※電
話等での申込不可。

上下水道料金
夜間・日曜納付相談窓口
夜間=４月21日㈫午後８時まで／日曜
=４月26日㈰午前９時～午後５時／B

上下水道料金お客様サービスセンター
(南大通２-１-121)／J第一環境㈱釧
路事務所(上下水道部検針および収納
等業務受託会社M43-2161)

下水道の処理区域を拡大しました
【雨水処理が可能となった区域】鳥取
大通３丁目６番の一部、昭和北１丁目
13番の一部、昭和北２丁目17・18番
の一部、星が浦北４丁目３番の一部、
星が浦大通５丁目１・３番の一部
【汚水処理が可能になった区域】益浦
１丁目19.・20番、４丁目３番の一部
J上下水道部総務課(M43-2164)

春採湖ネイチャーセンター営業開始
A４月18日㈯～10月31日㈯午前10時
30分～午後４時(10月は午後３時30
分まで)／休館日＝毎週月曜日／J春
採湖ネイチャーセンター(春湖台１-38
M42-4212)

20(令和２)年度競争入札
参加資格審査申請受付(追加登録)
　すでに登録されており、工種に変更
がない方は、申請の必要はありません。
対象業務＝①建設工事および建設工事
に係る委託　②物件の製造請負、販売
または買入れおよびその他の業務(建
設工事に係る委託を除く)※資格要件、
登録先部局等は申請の手引きをご覧く
ださい／登録期間＝７月１日㈬～21(令
和３年)３月31日㈬／I４月28日㈫～
５月12日㈫(必着)に申請書(市ホーム
ページからダウンロードまたは市役所
１階市政情報コーナー、各行政センタ
ー地域振興課で有料コピー※ダウンロ
ード、コピーは４月14日㈫から可)を
直接または郵送で市役所３階契約管理
課契約担当(〒085-8505黒金町7-5
M31-4508）へ

春の全国交通安全運動
４月６日㈪～15日㈬
ストップ・ザ・交通事故
～めざせ安全で安心な北海道～
〇新入学（園）児や高齢者の交通事故
防止　〇自転車乗用中の交通事故防止
　〇全ての座席のシートベルト、チャ
イルドシートの正しい着用　〇スピー
ドの出し過ぎ防止　〇飲酒運転の根絶
J市民生活課(M31-4521)

橋梁補修工事のお知らせ
～鳥取橋（市道鉄北幹線通２）～

工事期間＝５月中旬～8月中旬※工事
期間の一部で、通行止めを予定してい
ます。詳細は決まり次第、市ホームペ
ージ等でお知らせします／J道路河川
課建設担当(M31-4561)

消防本部からのお知らせ
●春の火災予防運動
　４月20日㈪～30日㈭
統一防火標語「ひとつずつ　いいね！
で確認　火の用心」
①家の周りに燃えやすいものは置かな
い　②寝たばこやたばこの投げ捨てを
しない　③揚げ物をするときはその場
を離れない　④子どもにはマッチやラ
イターで遊ばせない　⑤電気器具は正
しく使い、たこ足配線はしない　⑥ス
トーブには燃えやすいものは近づけな
い　⑦外出前に火の点検
●林野火災・野火に注意！
　市消防本部管轄内では、４月が最も
火災発生件数が多く、特に野火が多く
発生していますので、次のことに気を
つけてください。
○たばこの投げ捨てはしない　○火遊
びをしない　○ごみは焼却処分しない
J消防本部予防課予防広報担当(M23-
0426)

タイヤ交換について
　摩耗したスタッドレスタイヤを夏季
も使用することは、燃費の悪化だけで
なく、制動距離の延長や雨天時のスリ
ップ、カーブでの予想外の膨らみにつ
ながり、大変危険です。適切なタイミ
ングでのタイヤ交換をお願いします。
J市民生活課(M31-4521)

建築指導課からのお知らせ
①既存住宅耐震改修費補助申請
　まもなく受付開始！
対象住宅＝申込者が所有かつ居住して
いる住宅、長屋、併用住宅、共同住宅
で、81(昭和56)年５月31日以前に着
工され、現行の規定に満たないと判定
されたもの／D市内に住所を有し、市
税等の滞納がない方／補助金額＝耐震
改修工事費の23％以内で､限度額は45
万円
②住宅エコリフォーム補助申請
　まもなく受付開始！
対象住宅・工事＝申込者が所有かつ居
住、または工事後速やかに居住する戸
建住宅、長屋または共同住宅の住戸部
分(分譲マンションは専有部分)で、市
内に本店を有する事業者または住民登
録している個人が施工する20万円以上
の工事／D市税等の滞納がない満20歳
以上の市民または工事後速やかに市民
になる方／補助金額＝補助対象工事費
の10％以内で、限度額は戸当り50万
円※高齢者同居加算・地域材利用加算
制度もあります。
【①②共通】受付期間＝４月６日㈪～
10月30日㈮(先着順)／H既に着工し
ている場合は対象外。補助を受けるた
めには各種条件がありますので、詳し
くはお問い合わせください／J建築指
導課指導防災担当(M31-4569)

③老朽化が著しい空き家の除却費を
　一部補助します
対象の空家等＝市の調査により、国の
基準に基づく「不良住宅」と判定され
た専用住宅、共同住宅、長屋住宅また
は併用住宅であって、市の指定する地
区に位置し、かつ所有権以外の権利が
設定されていないもの／D空き家を所
有している個人(所有者が死亡してい
る場合は、その相続人を含む)で市税
の未納がない方／補助金額＝除却工事
費の３分の１以内で限度額は30万円
／除却工事業者の要件＝市内に本店、
支店等があり、建設業許可または解体
工事者登録を受けている事業者／H既
に終了した工事、着手している工事は
対象外。他にも要件があるので、市ホ
ームページをご覧いただくか、お問い
合わせください。予定件数を超えた場
合は、不良住宅の判定基準により、優
先度の高い順に交付予定者を決定／I

４月20日㈪～５月15日㈮(必着)に申
請書を直接または郵送で市役所５階建
築指導課指導防災担当(〒085-8505黒
金町7-5M31-4569)へ

ヒグマに注意！
　春先はヒグマの活動が活発になりま
すので、次の点にご注意ください。
○薄暗い時間帯に外出する際は注意す
る　○ヒグマを呼び寄せる食べ物や生
ごみは屋外に置かない　○山林に入る
前に､市町村役場や森林管理署などで､
事前にヒグマの出没情報を確認し、出
没情報や注意看板がある場所への立ち
入りは避ける　○山林に入る際は鈴な
どの音が出るものを身に着け、なるべ
く単独行動は避ける　○子グマに遭遇
した場合、近くに母グマがいる可能性
が高いので､驚かさないよう視線をそ
らさず､ゆっくり後退する
※ヒグマの姿や足跡などを見つけた
ら、ご連絡ください。
J環境保全課自然保護担当(M31-459
4)、K市民課環境担当(M66-2211)、
L市民課環境担当(M01547-6-2231)、
釧路警察署(M23-0110)

■女性のための無料法律相談(要予約。
先着４人)
A４月８日㈬午後１時～３時／BI４
月１日㈬午前９時から電話で男女平等
参画センターふらっと(M65-1034)へ
■障がい者就労支援相談(要予約)
A４月16日㈭午後１時～４時／B防
災庁舎３階障がい福祉課／I障がい福
祉課(M23-5201)、障がい者就業・生
活支援センターぷれん(M65-6500)
■新型コロナウイルス感染症の
　流行に伴う経営・金融相談窓口
　無利子で200万円までの融資あっせ
んを行う丸釧資金(特例)のご案内を始
め、中小企業者の皆さんの経営、金融
に係るご相談をお受けします。
J商業労政課(M31-4611)
■身体障がい者相談(要予約)
　身体に障がいのある市民を対象に権
利擁護のための相談を行います。
A４月～21(令和３)年３月の毎月第
２月曜日(祝日は除く)午前10時～正
午／E各回若干名／BI開催日の１週
間前までに電話またはファクスで身体
障害者福祉センター(川北町4-17M24-
7471O24-7459)へ
■多重債務　夜間無料相談(要予約)
A毎週水曜日午後６時30分～７時30
分／B予約時にお伝えします／J釧路
弁護士会法律相談センター(M41-344
4)

■法律相談（要予約。先着６人）
A４月３日㈮、17日㈮午後１時～３時
■人権相談（要予約。先着５人）
A４月10日㈮、24日㈮午後１時～３
時30分
■行政相談（当日受付）
A４月７日㈫、21日㈫午後１時～３時
【共通】B市役所１階市民相談室／I

相談日の１週間前の午前８時50分か
ら電話で市民協働推進課(M31-4504・
4505)へ※行政相談は当日受付

釧路市教育委員会　青少年育成センター

●お酒の悩み相談（健康推進課M31-4525）
A４月８日㈬午後１時～３時／B防災庁舎３階相談室３(ス
ズラン)※まずは防災庁舎４階、健康推進課にお越しください。
●こころの健康相談※秘密厳守（釧路保健所M65-5825）
面談相談＝予約制／電話相談＝月～金曜日午前９時～午後５
時（祝日、夜間除く）

●救急医療情報案内センター（U0120-20-8699、携帯電話・
PHS 011-221-8699）
●休日緊急歯科診療※日曜日、祝日（城山2-2-15釧路歯科医
師会館内M42-8336）
時間＝午前10時～午後０時30分、午後２時～４時
●小児救急電話相談
【プッシュ】（M#8000）／【その他】（M011-232-1599）
時間＝午後７時～翌午前８時

各
種
相
談
・
救
急
当
番
病
院

各種相談

●釧路市夜間急病センター（住吉2-12-37M44-6776）
診療科目＝内科、小児科／受付時間＝午後６時30分～翌午前
６時30分／診療時間＝午後７時～翌午前７時

救急当番病院

福　祉

健　康

子育て・教育

その他
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